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9月�定� 会�例� 委員会の審査報告
９月定例会中の総務常任委員会、
市民環境常任委員会、建設水道常任
委員会、文教福祉常任委員会が審査
した内容について、その一部をお知
らせします。

【
審
査
項
目
】

●

報
告
　
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に

つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
本
部
会
議
の

結
果
、
設
計
時
の
図
面
等
に
よ
る

調
査
が
必
要
と
さ
れ
た
市
内
の
公

共
施
設
２
９
６
施
設
と
、
小
・
中

学
校
・
幼
稚
園
施
設
35
施
設
に
つ

い
て
の
調
査
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
サ

ン
プ
ル
調
査
及
び
空
気
中
の
含
有

量
調
査
を
必
要
と
す
る
箇
所
は
、

学
校
施
設
以
外
の
施
設
で
43
カ
所
、

学
校
施
設
で
49
カ
所
の
合
計
92
カ

所
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
サ
ン

プ
ル
調
査
、
空
気
調
査
を
す
み
や

か
に
実
施
し
、
結
果
が
出
次
第
、

個
別
に
対
応
す
る
。
調
査
の
結
果
、

世
界
保
健
機
関
の
安
全
基
準
を
も

と
に
市
独
自
で
作
成
し
た
基
準
に

よ
り
、
①
除
去
②
損
傷
部
の
補
修
、

必
要
に
応
じ
除
去
③
点
検
・
記
録

に
よ
る
管
理
を
行
う
こ
と
と
し
、

処
分
地
の
確
保
や
、
ア
ス
ベ
ス
ト

に
関
連
す
る
特
別
検
診
を
実
施
す

る
。こ

れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
市
の

施
設
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
最
新

情
報
の
公
開
の
必
要
性
、
サ
ン
プ

ル
調
査
、
空
気
調
査
に
か
か
る
費

用
や
具
体
的
な
手
法
、
処
分
地
建

設
予
定
地
の
地
元
同
意
や
安
全
性
、

さ
ら
に
処
分
地
の
耐
用
年
数
、
特

別
検
診
を
必
要
と
す
る
対
象
者
へ

の
十
分
な
情
報
の
提
供
、
啓
発
の

重
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ

れ
た
。

【
審
査
項
目
】

●
報
告
　
税
証
明
書
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
で
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

平
成
17
年
10
月
31
日
よ
り
、
市

内
６
カ
所
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー

ナ
ー
に
お
い
て
、
市
民
税
課
の
個

人
市
・
府
民
税
の
所
得
証
明
書
や

課
税
証
明
書
、
ま
た
資
産
税
課
の

土
地
・
家
屋
の
評
価
証
明
書
や
課

税
証
明
書
の
取
り
扱
い
を
始
め
る
。

な
お
、
納
税
課
の
納
税
証
明
に
つ

い
て
は
シ
ス
テ
ム
開
発
の
遅
れ
に

よ
り
、
準
備
が
整
い
次
第
ス
タ
ー

ト
す
る
予
定
で
あ
る
。

申
込
人
等
必
要
書
類
に
つ
い
て

は
従
来
の
窓
口
扱
い
と
変
わ
り
は

な
い
が
、
本
人
確
認
の
た
め
の
方

法
が
10
月
３
日
よ
り
変
更
さ
れ
る
。

今
ま
で
、
印
鑑
に
よ
り
本
人
確
認

を
行
っ
て
い
た
市
民
税
課
や
納
税

課
に
つ
い
て
も
、
資
産
税
課
と
同

様
、
身
分
証
明
書
等
に
よ
る
本
人

確
認
へ
変
更
を
す
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
は
完
全
に
市

の
職
員
が
扱
っ
て
い
る
の
か
、
あ

る
い
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
的
な
職
員

が
取
り
扱
う
可
能
性
が
あ
る
の
か

ど
う
か
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

な
ど
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
に

つ
い
て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
に
お
け
る
嘱
託
職
員
の
任
務
の

内
容
や
守
秘
義
務
に
つ
い
て
の
質

疑
が
行
わ
れ
た
。

市内92カ所でアスベスト調査を実施
＜アスベストに関連する特別検診を実施＞

税証明書の受取りが庁外でも可能に
＜行政サービスコーナーで取り扱いを開始＞

【
審
査
項
目
】

●
報
告
　
河
川
整
備
計
画
策
定
に

向
け
て
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局

よ
り
淀
川
水
系
５
ダ
ム
に
つ
い
て

の
方
針
が
発
表
さ
れ
た
。
天
ケ
瀬

ダ
ム
再
開
発
は
、
宇
治
川
、
淀
川

の
洪
水
調
節
及
び
琵
琶
湖
周
辺
の

洪
水
防
御
、
京
都
府
上
水
の
新
規

利
水
、
発
電
の
目
的
で
実
施
す
る
。

こ
の
方
針
に
対
し
、
淀
川
水
系
流

域
委
員
会
は
実
施
す
る
方
針
に
賛

成
で
あ
る
も
の
の
、
放
流
能
力
、

流
下
能
力
の
増
大
方
法
の
検
討
の

余
地
が
あ
り
、
放
流
能
力
の
増
大

に
伴
う
騒
音
、
振
動
問
題
へ
の
対

応
の
ほ
か
、
塔
ノ
島
地
区
の
自
然

景
観
、
歴
史
的
景
観
の
保
全
に
最

大
限
配
慮
す
る
よ
う
要
望
が
出
さ

れ
た
。
こ
う
し
た
経
過
を
踏
ま
え
、

淀
川
水
系
流
域
委
員
会
や
住
民
等

の
意
見
を
踏
ま
え
た
河
川
整
備
計

画
案
が
策
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

今
後
も
国
及
び
淀
川
水
系
流
域
委

員
会
に
提
出
し
た
本
市
の
意
見
書

の
内
容
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ

う
働
き
か
け
て
い
く
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
１
５

０
０
ト
ン
放
流
の
実
施
に
よ
る
治

水
問
題
の
改
善
の
是
非
、
瀬
田
川

洗
堰
の
全
閉
ル
ー
ル
と
の
関
係
、

府
の
新
規
利
水
の
必
要
な
理
由
、

塔
ノ
島
近
辺
の
改
修
の
今
後
の
手

法
、
低
周
波
や
振
動
音
の
解
消
の

方
法
な
ど
に
つ
い
て
の
質
疑
が
行

わ
れ
た
。

【
審
査
項
目
】

●
報
告
　
大
久
保
小
学
校
校
舎
建

替
に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

大
久
保
小
学
校
建
替
は
、
オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、
図
書
室
も
含
め

た
メ
デ
ィ
ア
コ
ー
ナ
ー
、
屋
上
緑

化
等
の
導
入
を
視
野
に
入
れ
た
子

ど
も
た
ち
が
楽
し
く
通
え
る
学
校

を
目
指
し
学
校
施
設
を
設
計
す
る
。

ま
た
、
多
目
的
ス
ペ
ー
ス
、
情
報

連
絡
コ
ー
ナ
ー
の
創
設
な
ど
地
域

に
開
か
れ
た
学
校
施
設
を
確
保
す

る
と
同
時
に
、
消
防
分
署
と
の
合

築
に
よ
り
、
地
域
の
防
災
・
避
難

拠
点
と
す
る
地
域
と
の
交
流
が
保

た
れ
た
学
校
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

今
後
基
本
設
計
を
ま
と
め
て
い
き

た
い
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
新
校

舎
の
位
置
、
建
替
後
の
教
室
の
配

置
、
防
音
に
対
す
る
検
証
、
二
重

窓
等
の
防
音
設
備
の
設
置
、
ク
ー

ラ
ー
の
設
置
、
体
育
館
の
将
来
像
、

育
成
学
級
の
配
置
場
所
、
新
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
面
積
の
確
保
及
び
形
、

運
動
会
の
実
施
方
法
、
学
校
と
の

協
議
状
況
、
地
元
関
係
者
に
対
す

る
説
明
会
、
基
本
設
計
の
完
成
時

期
、
地
域
に
開
か
れ
た
学
校
の
具

体
的
手
法
、
当
初
計
画
と
基
本
構

想
の
関
係
、
消
防
署
合
築
に
よ
る

生
徒
へ
の
影
響
、
新
グ
ラ
ウ
ン
ド

建
設
に
伴
う
周
辺
住
民
へ
の
影
響
、

教
育
先
進
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
モ

デ
ル
校
の
概
念
な
ど
に
つ
い
て
の

質
疑
が
行
わ
れ
た
。

天ヶ瀬ダム再開発の国の方針が発表
＜今後、宇治川の河川整備計画案を策定へ＞

大久保小学校が消防分署と合築に
＜地域との交流が保たれた学校スタイルを目指す＞

▲開行政サービスコーナー

▲大久保小学校育成学級

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
対
す
る
国

民
の
不
安
は
非
常
に
高
ま
っ
て
お

り
正
確
な
情
報
を
求
め
る
声
が
強

く
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
政
府
は

国
民
の
安
全
を
確
保
し
被
害
者
の

救
済
を
進
め
る
た
め
、
以
下
の
項

目
の
早
急
な
実
施
を
強
く
要
望
す

る
。
①
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
本
部
の

設
置
と
政
府
を
あ
げ
て
の
対
策
の

推
進
②
公
共
建
築
物
、
民
間
建
築

物
の
石
綿
利
用
状
況
の
徹
底
調
査

と
情
報
開
示
③
石
綿
関
連
事
業
所

の
従
業
員
へ
の
健
康
被
害
に
つ
い

て
の
情
報
提
供
④
相
談
窓
口
の
整

備
及
び
診
断
治
療
体
制
の
整
備
⑤

過
去
か
ら
現
在
ま
で
関
連
事
業
所

の
労
働
者
及
び
周
辺
住
民
へ
の
健

康
診
断
体
制
の
整
備
⑥
現
行
で
は

救
済
さ
れ
な
い
被
害
者
の
救
済
を

図
れ
る
新
法
の
早
期
制
定
。

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
を
求
め
る

意
見
書

最
近
、
大
地
震
が
相
次
い
で
お

り
、
多
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
て

い
る
。
大
地
震
へ
の
備
え
は
防
災

対
策
の
み
な
ら
ず
、
被
害
を
最
小

限
に
抑
え
る
「
減
災
」
へ
の
取
り

組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

最
も
有
効
な
対
策
が
、
住
宅
や
建

築
物
の
耐
震
化
で
あ
る
と
い
う
観

点
か
ら
、
国
交
省
が
今
後
10
年
間

で
建
築
物
の
耐
震
化
率
を
９
割
ま

で
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
数
値

目
標
を
設
定
し
、
達
成
に
向
け
た

促
進
策
を
提
示
し
た
。
地
震
に
よ

る
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、

政
府
に
対
し
以
下
の
施
策
の
早
急

な
拡
充
を
求
め
る
。
①
耐
震
改
修

に
関
し
て
、
税
制
、
予
算
両
面
で

施
策
を
拡
充
さ
せ
る
こ
と
②
耐
震

改
修
促
進
法
等
に
関
す
る
制
度
の

充
実
・
強
化
さ
せ
る
こ
と
。

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害

の
拡
大
は
必
至
で
あ
り
、
危
険
を

知
り
な
が
ら
製
造
と
使
用
を
続
け

て
き
た
企
業
と
そ
れ
を
容
認
し
て

き
た
政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
は
被
害
者
の
救
済
と

被
害
拡
大
防
止
に
努
め
る
よ
う
強

く
求
め
る
。
①
石
綿
の
輸
入
・
製

造
・
使
用
・
在
庫
・
除
去
後
廃
棄

物
の
全
国
実
態
調
査
の
実
施
及
び

公
表
②
被
害
防
止
対
策
の
徹
底
と

被
害
者
等
救
済
③
石
綿
関
連
企
業

従
業
員
及
び
事
業
所
周
辺
住
民
へ

の
健
康
診
断
実
施
④
石
綿
の
労
災

認
定
の
抜
本
的
見
直
し
⑤
石
綿
使

用
施
設
の
解
体
作
業
に
よ
る
被
害

発
生
防
止
対
策
の
徹
底
⑥
全
国
の

学
校
施
設
や
保
育
園
や
幼
稚
園
、

障
害
者
お
よ
び
老
人
施
設
で
の
石

綿
の
使
用
実
態
調
査
と
完
全
撤
去

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
被
害

者
救
済
と
対
策
を
求
め
る

意
見
書

先
の
通
常
国
会
で
廃
案
に
な
っ

た
障
害
者
自
立
支
援
法
と
同
趣
旨

の
法
案
が
再
度
国
会
に
上
程
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
応
能
負
担
か

ら
応
益
負
担
へ
の
変
更
が
最
大
の

特
徴
で
あ
る
が
、
障
害
者
に
と
っ

て
は
こ
の
負
担
は
極
め
て
過
重
な

も
の
で
あ
る
。
特
に
、
負
担
が
家

族
な
ど
同
居
者
に
ま
で
及
ぶ
と
い

う
の
は
、
障
害
者
の
自
立
を
目
指

す
方
向
と
は
相
容
れ
な
い
。
ま
た
、

国
が
統
一
し
た
サ
ー
ビ
ス
基
準
を

作
り
市
町
村
が
障
害
の
程
度
に
よ

っ
て
必
要
量
を
決
め
る
と
い
う
の

で
は
、
今
ま
で
受
け
て
い
た
サ
ー

ビ
ス
が
使
え
な
く
な
る
危
険
性
が

あ
る
。
国
は
、
障
害
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
応
益
負
担
で
は
な
く
応
能

負
担
の
立
場
で
法
案
を
抜
本
的
に

改
定
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

障
害
者
自
立
支
援
法
案
に

関
す
る
意
見
書

（要旨）
国会及び政府関係機関に

送付しました。意�見�書�

耐
震
化
促
進
の
た
め
の
施

策
の
拡
充
を
求
め
る
意
見

書

▲天ヶ瀬ダム


